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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年５月７日 １９時４５分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市三埼南西方沖 

 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位２３７°３.５海里（Ｍ）付近

 （概位 北緯３４°１３.８′ 東経１３３°３０.０′） 

事故調査の経過  平成２４年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 あさひ、１９トン 

   ２６０－４５１４０兵庫、宗田造船株式会社 

   １６.１９ｍ×５.４０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、８０９.０６kＷ（合計）、平成１８年９

月 

Ｂ バージ Ｙ－００７３、約７６３トン 

   なし、宗田造船株式会社 

   約４５ｍ×約１６ｍ×約３ｍ、鋼 

   機関なし、平成１９年（建造年） 

Ｃ 漁船 大成
たいせい

丸、７.５トン 

   ＫＡ２－１５８７（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９３ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８８kＷ（動力漁船登録票による）、平成３

年３月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成９年１０月２３日 

    免許証交付日 平成１９年８月１７日 

           （平成２４年１０月２２日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５４年４月１３日 

    免許証交付日 平成２０年９月１６日 

           （平成２６年３月３日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に擦過傷 

Ｃ 右舷中央部のブルワークを欠損、右舷船尾部のたつを折損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、船長Ａが、単独で椅子に座っ

て船橋当直に当たり、三埼南西方沖を約２３０°（真方位、以下同

じ。）の針路及び約７～８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵によりＢ船を押した押船列（以下「Ａ船押船列」と

いう。）を構成して航行した。 

船長Ａは、平成２４年５月７日１９時２５分ごろ、左舷船首方２～

２.５Ｍ付近にＣ船の黄色全周灯を視認し、Ｃ船が漁船で停止してい

るように見えたが、黄色全周灯以外の灯火を視認できなかったので、

目視及びレーダーによりＣ船の動静を見ながら航行した。 

 船長Ａは、衝突数分前、Ｃ船がＢ船の左舷方５００ｍ付近まで近づ

いたので、左舷対左舷で無事に通過できると思っていたところ、Ｃ船

が急に動き出してＢ船に近づいてきたため、手動操舵に切り替えて機

関停止としたが、Ｃ船がＢ船の船首至近を航行しようとしていたので

全速力後進としたものの、１９時４５分ごろ、讃岐三埼灯台から２３

７°３.５Ｍ付近において、Ｂ船の右舷船首部とＣ船の右舷中央部と

が衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り組み、１９時２０分ごろ衝突場所付

近で、さわら流し網漁の投網を終え、漂泊して片付けを始め、船長Ｃ

が、１９時３８分ごろ、Ｃ船の船首が北東方に向いていたとき、船首

方１Ｍ付近にＡ船の白灯を視認したが、Ｂ船の灯火を視認しなかっ

た。 

船長Ｃは、衝突数分前、揚網のために仕掛けた網の先端付近に戻ろ

うとして周囲を見たとき、依然としてＡ船の白灯しか視認しなかった

が、Ａ船まではまだ距離があるものと思い、北西方に向けて約５kn の

速力で手動操舵により航行したところ、Ｃ船とＢ船とが衝突した。 

 Ａ船押船列は、香川県坂出市坂出港に入港した。 

 Ｃ船は、僚船が海上保安庁に連絡後、自力で香川県観音寺市伊吹漁

港に帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 約２～３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、マスト灯２個、舷灯、船尾灯及び青色回転灯を、また、Ｂ

船は、船首部両舷に白色点滅灯をそれぞれ点灯していた。 

 Ｃ船は、マスト灯、舷灯、船尾灯及び黄色全周灯を点灯していた。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、三埼南西方沖を南西進中、船長Ａが、目視及びレー

ダーによりＣ船の動静を見ながら航行し、Ｃ船がＢ船の左舷方５００

ｍ付近まで接近したので、左舷対左舷で通過できると思っていたとこ

ろ、漂泊していたＣ船が航行を始めて接近するようになり、機関を停

止したものの、Ｃ船がＢ船の船首方至近に向けて航行して来たことか

ら、機関を全速力後進としたが、Ｂ船とＣ船とが衝突したものと考え

られる。 

 Ｃ船は、三埼南西方沖において漂泊中、揚網のために仕掛けた網の

先端付近に戻ろうとした際、船長Ｃが、Ａ船の白灯のみを視認してＡ

船まではまだ距離があるものと思い込み、Ｂ船の船首方至近に向けて

航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、三埼南西方沖において、Ａ船押船列が南西進中、

Ｃ船が漂泊中、Ｃ船が仕掛けた網の先端付近に戻ろうとした際、船長

ＣがＢ船の船首方至近に向けて航行したため、Ｂ船とＣ船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他の動力船に押されている航行中の船舶には、前端に舷灯１対を

掲げること。 

・他船の灯火を認めた場合には、灯火の状況を慎重に確認するこ

と。 

 

 




